
別
表
（
第
二
十
七
条
第
三
項
関
係
）

第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
業
務
を
行
わ
な
い
期
間

軽
減
さ
れ
る
単
位
数

一
研
修
期
間
の
十
分
の
一
以
上
五
分
の
一
未
満
の
期
間

七
単
位

一
研
修
期
間
の
五
分
の
一
以
上
十
分
の
三
未
満
の
期
間

十
四
単
位

一
研
修
期
間
の
十
分
の
三
以
上
五
分
の
二
未
満
の
期
間

二
十
一
単
位

一
研
修
期
間
の
五
分
の
二
以
上
二
分
の
一
未
満
の
期
間

二
十
八
単
位

一
研
修
期
間
の
二
分
の
一
以
上
五
分
の
三
未
満
の
期
間

三
十
五
単
位

一
研
修
期
間
の
五
分
の
三
以
上
十
分
の
七
未
満
の
期
間

四
十
二
単
位

一
研
修
期
間
の
十
分
の
七
以
上
五
分
の
四
未
満
の
期
間

四
十
九
単
位

一
研
修
期
間
の
五
分
の
四
以
上
十
分
の
九
未
満
の
期
間

五
十
六
単
位

一
研
修
期
間
の
十
分
の
九
以
上
の
期
間

六
十
三
単
位
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（
必
要
単
位
数
の
軽
減
）

第
二
十
七
条

弁
理
士
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
弁
理
士
と
し
て
の
業
務
を
行
わ
な

い
期
間
が
研
修
期
間
の
相
当
の
部
分
に
及
ぶ
場
合
若
し
く
は
及
ぶ
と
見
込
ま
れ
る
場
合
又
は
必
要
単
位
数
の
軽
減
を

認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
に
対
し
、
当
該
研
修
期
間
の
継
続
研
修
に
つ
い
て
必
要
単

位
数
の
軽
減
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

弁
理
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
二
に
よ
り
作
成
し
た
継
続
研
修

の
軽
減
申
請
書
に
、前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、

会
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
長
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
理
由
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
別
表
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
経
て
、
当
該
申
請
を
し
た
弁
理
士
に

対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
継
続
研
修
の
必
要
単
位
数
の
軽
減
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

会
長
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

対
す
る
意
見
を
付
し
て
必
要
な
書
類
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
項
の
承
認
を
す
る
も

の
と
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
弁
理
士
は
、
当
該
申
請
に
係
る
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
継
続
研
修
の
必
要
単

位
数
の
軽
減
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
研
修
期
間
に
お
い
て
、
軽
減
さ
れ
た
単
位
数
の
研
修
を
受
け
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
弁
理
士
は
、
前
条
第
一
項
各
号
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

会
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
計
画
の
承
認
及
び
実
施
状
況
の
報
告
）

第
二
十
八
条

日
本
弁
理
士
会
は
、
継
続
研
修
を
行
お
う
と
す
る
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
継
続
研
修
の
実
施
計
画
を

作
成
し
、
事
業
年
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
弁
理
士
会
に
対
し
、
事
業
年
度
ご
と
に
、

継
続
研
修
の
実
施
状
況
の
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を

第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
章
第
二
節
中
第
十
条
の
十
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
条
の
九
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
条
の
八
を
第
十
九
条

と
し
、
第
十
条
の
七
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
条
の
六
中
「
第
十
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
条
の
五
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
条
の
四
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
条
の
三
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
条
の
二

を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
二
章
第
一
節
中
第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
条
の
二
を

第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
二
を
第
四
条
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
及
び
二
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
１
（
第
26条
第
２
項
関
係
）

継
続
研
修
の
免
除
申
請
書

平
成

年
月

日
日
本
弁
理
士
会
会
長

殿
住
所
氏
名

†

弁
理
士
法
施
行
規
則
第
26条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、日
本
弁
理
士
会
が
行
う
継
続
研
修
の
免
除
を
申
請
し
ま
す
。

記
１
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
研
修
期
間

２
免
除
を
申
請
す
る
理
由
（

号
該
当
）

３
添
付
書
類

〔
備
考
〕

１
「
免
除
を
申
請
す
る
理
由
」
の
欄
に
は
、（

）
内
に
第

26条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
「
号
」

を
記
載
し
、
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
添
付
書
類
」
の
欄
に
は
、
第
26条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
を
証
す
る
資
料
の
名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

様
式
第
２
（
第
27条
第
２
項
関
係
）

継
続
研
修
の
軽
減
申
請
書

平
成

年
月

日
日
本
弁
理
士
会
会
長

殿
住
所
氏
名

†

弁
理
士
法
施
行
規
則
第
27条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
弁
理
士
会
が
行
う
継
続
研
修
に
つ
い
て
、
必
要
単
位

数
の
軽
減
を
申
請
し
ま
す
。

記
１
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
研
修
期
間

２
軽
減
を
申
請
す
る
理
由
（

号
該
当
）

３
当
該
研
修
期
間
に
お
け
る
弁
理
士
と
し
て
の
業
務
を
行
わ
な
い
期
間

４
添
付
書
類

〔
備
考
〕

１
「
軽
減
を
申
請
す
る
理
由
」
の
欄
に
は
、（

）
内
に
第

26条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
「
号
」

を
記
載
し
、
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
添
付
書
類
」
の
欄
に
は
、
第
26条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
を
証
す
る
資
料
の
名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。
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